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１ 取組み手順

地域交通につ

いての取組みは、本手引きを参考としながら実際に利用する地域に住む皆さんで進めるこ

とを想定しています。 

上記の手順は、地域の皆さんの取組みの熟度などにより異なりますので、あくまで目安です。



10

２ 各段階の検討・作業内容

（１）地域ニーズの把握と市の交通サービスの評価 ＜ステップ１＞

ステップ１の手順 

［１］地域ニーズ・概算需要の把握【市民／行政】

a) アンケート調査の概要

 □ 調査対象

地域住民を対象に、全世帯への配布を基本とします。ただし、調査の規模が大きく

なる場合はサンプリング調査とすることができます。

□ アンケート調査の手順

・ 調査票の作成

・ 調査票の印刷

・ 調査票の配布・回収

・ 回答票のデータ入力

・ データの集計及び分析
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b)調査項目案と調査票の例

□調査項目案 

設問項目 把握すべき内容 データの活用方法や狙い 

１ あなた自身につ

いて

 

○ 居住地、年齢、職業、世

帯数、自動車の保有状

況、駐車場の形態 

 

○ 回収したサンプルの妥当性（属性に偏りが生

じていないか）を確認する。 

○ 属性別のクロス集計を行うことで、ニーズを

探る。 

（職業：おおよその移動特性を把握、駐車場の

形態：借りている場合、居住地から駐車料金

を割り出し、自動車の維持コストを算出） 

○ 現在の路線バスの利

用状況

 

○ 現在のバスの利用実態や利用有無の変更

があった人についてはそのきっかけ等を把

握し、バス利用に関する課題を整理する。 

○ 移動の目的、頻度、出

発地と目的地、駅利用の

有無、交通手段

○ 移動に関する実態として、駅利用の際の端

末交通手段について明確に把握する。

（駅利用の場合の範囲、地域交通をどのくら

いの頻度、範囲でサポートする必要がある

か等の判断材料とする。） 

２ 常の移動や路線

バスの利用状況に

ついて 

○ 現在の路線バスに対

する意見 

○ 既存路線バスの問題点を把握する。

○ 問題点に対し、既存路線の見直しで改善が

図れるのか、新規バス路線等他の対応が必要

かどうかを確認する。 

○ コミュニティバス（協

議会案を提示）の利用意

向

 利用しない理由

 利用する場合の費

用負担の考え方

 頻度、料金、時間帯

等の条件 

○ 新たな地域交通の導入にあたっての位置

付けの検討や具体的な運行計画を検討する

際の基礎資料とする。

○ コミュニティバス利用の際の支払意思額

や具体的な運営方法について検討する。

 

○ 新たな地域交通運行

継続のための協力体制

○ 運行を継続するために住民はどのように

取り組んでいきたいか（運行継続のための努

力）。

３ 新たな地域交通

ニーズ

 

○ 自由意見 ○ 地域交通に対する幅広い意見・要望を収集

する。

注）地域特性に応じて、調査票の質問項目は異なる。
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□調査票の例(１枚目) 
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□調査票の例(２枚目) 
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［２］地域交通の評価【市民】 

  □評価の視点

  ・ 対象地域内やその周辺に現存する路線バス等の交通手段について、そのサービスレ

ベル(ルート、運行本数、運行ダイヤ 等)を確認します。

・ そのサービスレベルが、「地域ニーズ」を満足しているか否か、どの程度満足してい

るかを確認します。

  ※アンケート調査で把握した地域ニーズに対して、現存する交通手段の

⇒ 運行ルートは、ニーズ(出発地と目的地)と概ね合致していますか？

   ⇒ 運行時間帯や始発・終発の時刻は？

   ⇒ 運行間隔（待ち時間）は？

   ⇒ 運賃は？

   ⇒ 自宅から最寄りの停留所は？停留所までの距離（あるいは所要時間）は？

   ⇒ 目的地までの所要時間は？

   ⇒ 乗車中の快適性は？
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（２）既存交通手段及びシステムの見直し     ＜ステップ２＞

ステップ２の手順 

 

４ 　地区住民、行政、事業者三者で、

　　　見直し案の協議

４ 　地区住民、行政、事業者三者で、

　　　見直し案の協議

３ 　既存の交通手段及びシステムの
　　 見直し

３ 　既存の交通手段及びシステムの
　　 見直し

(1) 既存路線バスの見直し

(2) 既存輸送サービス（路
　線バス以外）の見直し

　事業者の判断により、
ステップ3～ステップ6へ進む。

見直し困難

見直し可能

事業者へ依頼

ステップ３へ

４ 　地区住民、行政、事業者三者で、

　　　見直し案の協議

４ 　地区住民、行政、事業者三者で、

　　　見直し案の協議

３ 　既存の交通手段及びシステムの
　　 見直し

３ 　既存の交通手段及びシステムの
　　 見直し

(1) 既存路線バスの見直し

(2) 既存輸送サービス（路
　線バス以外）の見直し

　事業者の判断により、
ステップ3～ステップ6へ進む。

見直し困難

見直し可能

事業者へ依頼

ステップ３へ

［３］既存の交通手段及びシステムの見直し【市民／行政】

  □見直しの着眼点

路線の部分的な変更、新規路線の追加

運行日やダイヤの見直し

バス停の移設や新設

年齢等の何らかの条件で利用者を制限している場合、その条件の緩和

 ⇒地域交通システム選択の考え方については、２０ページを参照してください。

［４］地域住民、行政及び事業者三者で見直し案の協議【市民／行政／事業者】
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（３）新たな交通手段及びシステムの選択     ＜ステップ３＞

ステップ３の手順 

［５］運行目的、運行方針の立案【市民】

  □ 立案における留意点

・利用者層や移動の目的、時間帯など対象を絞り込むことが重要です。

［６］走行環境の調査（ルート選定）【市民／行政】

□ 運行ルートについて

① 道路幅員

・ 車道の幅員は、相互通行の場合、車両幅の２倍＋0.5m 以上が必要となります。

例えば、車両幅が 1.70m の場合、3.90m 以上の車道の幅員が必要となります。

② 道路形状

・ 勾配、隅切り、見通し等について、現地踏査や実車走行を通じて、交通管理者、

道路管理者と協議する必要があります。
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□ バス停の設置場所について

① 車両制限令と車両幅によるバス停設置等に求められる道路幅員

・ バス利用者の安全を確保するため、原則、歩車道分離されている必要があります。

・ 歩道がない場合は路側帯等で歩車道の区分が明確になっており、0.75m 以上の幅員

を有する一定の面積及び空間が必要です。

L
型
側
溝

Ｕ
型
側
溝

U型側溝L型側溝

路側帯
0.75m

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

路側帯
0.75m

路側帯
0.75m

路側帯
0.75m

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

路側帯
0.75m

※ ※

※ ※

＜各形状の側溝詳細図＞

（標準的な場合） （片側路側帯の場合）

（側溝を含める場合）

L
型
側
溝

Ｕ
型
側
溝

U型側溝L型側溝

路側帯
0.75m

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

路側帯
0.75m

路側帯
0.75m

路側帯
0.75m

車道幅員
（車両×2+0.5m ）

路側帯
0.75m

※ ※

※ ※

＜各形状の側溝詳細図＞

（標準的な場合） （片側路側帯の場合）

（側溝を含める場合）

図１ 車道幅員と路側帯とのさまざまな道路断面構成

表１ 道路構成要素と必要な道路幅員

必要な道路幅員 
車両幅 車道幅員 路側帯 片側に路側帯を

付ける場合 
両側に路側帯を
付ける場合 

2.30 m 5.10 m 5.85 m 6.60 m 

2.06 m 4.62 m 5.37 m 6.12 m 

1.99 m 4.48 m 5.32 m 5.98 m 

1.70 m 3.90 m 

0.75 m 

4.65 m 5.40 m 

・ただし、民地にバス停を設置する場合は、路側帯は必要ありません。

※ 以上の運行ルートやバス停設置に関わる幅員は、あくまで数値上の基準であるた

め、実際は現場立ち会いを行い、道路形状や線形、交通量等から走行性や安全性を

確認し、総合的に判断した上で最終確定を行います。
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道路法第４７条第１項に基づき、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、

通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の制限を定めた政令

第５条第２項

市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道

路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一を超えないものでなければ

ならない。

② 警察庁、国土交通省の基本的な見解

・ 交差点付近、横断歩道については、見通しで安全確認できる距離を必要とし、概

ね２５～３０ｍとされています。

また、単路部に設置する場合は、双方向のバス停相互の間隔を 25～30ｍ以上離し

て設置します。

③道路交通法

・ 特に曲り角、坂の頂上付近、交差点などは道路交通法の適用を受けて、駐停車禁

止場所となるため、５ｍ以上離す必要があります。

バス長さ(約７m) 

バス停

25～30m 以上

見通しで安全確認できる距離
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④ その他

・ ごみ収集場の周辺－関係者と協議

・ 駐車場の出入口－地権者と協議 等

・ 歩道や外側線の有無

・ 勾配(バス停のポールを埋め込み式にする必要があるか否か)
   ・ バスを待つために必要な面積及び空間の有無

   ・ バス停に車両が停車の際の対向車両の見通し

   ・ バス停間隔は必要に応じて判断

・ バス停の位置は地元が周辺の了解をとり、地元で確保

第４４条：

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げる

その他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を

防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

（１） 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急

な坂又はトンネル

（２） 交差点の側端又は道路のまがりかどから５メートル以内の部分

（３） 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５メートル以内の

部分

［７］新たな手段及びシステムの選択【市民】

⇒ まず、既存の地域交通システムの見直しが大切です。見直しの選択ができない場合、

新たなシステムの導入を考えます。

もう一度システム選択の流れについて２０ページを参考に確認してみましょう。

⇒ システムの種類や特徴については、７ページの「３ 地域交通のシステムメニュー 

－地域の交通にはどのような種類があるの？」や２１ページの「地域交通システムメ

ニューの特徴と適用条件」を参照してください。
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【地域交通システムの考え方】

移動に対して不安を感じる

既存システムに目を向けて考える

①既存路線バスの見直し

■路線バスの延伸

■ダイヤの変更

■医療・福祉バス

■スクールバス等

■企業バス

新規システムの導入を考える

⑤タクシーの乗合利用

■定時・定路線型

■デマンド型

どちらも選択できない･･･

システムの絞込み

②路線バスの新設

■定時・定路線型

■デマンド型

③コミュニティバスの新設

④送迎バスへの混乗

移動に対して不安を感じる

既存システムに目を向けて考える

①既存路線バスの見直し

■路線バスの延伸

■ダイヤの変更

■医療・福祉バス

■スクールバス等

■企業バス

新規システムの導入を考える

⑤タクシーの乗合利用

■定時・定路線型

■デマンド型

どちらも選択できない･･･

システムの絞込み

②路線バスの新設

■定時・定路線型

■デマンド型

③コミュニティバスの新設

④送迎バスへの混乗
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、
そ

の
バ

ス
を

乗
合

バ
ス

と
し

て

運
行

す
る

も
の

・
 

既
存

シ
ス

テ
ム

の
有

効
活

用
と

し
て

市
民

に
対

し
て

ア
ピ

ー
ル

性
が

あ

る
。

・
 

高
齢

者
利

用
が

多
い

福
祉

バ
ス

の
場

合
、

若
年

層
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ

の
形

成
の

場
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

。

・
 

昼
間

の
時

間
帯

の
運

行
と

な
る

。

・
 

出
発

地
と

目
的

地
が

決
ま

っ
て

い
て

、
途

中
下

車
で

き
な

い
場

合
が

多

い
。

・
 

一
般

住
民

の
混

乗
の

場
合

：
 

地
域

周
辺

に
運

行
し

て
い

る
医

療
・

福
祉

バ
ス

が
存

在

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
便

あ
た

り
数

名
の

需
要

に
対

応

・
 

空
き

時
間

の
使

用
の

場
合

：
 

利
用

時
間

と
空

き
時

間
が

合
致

し
た

場
合

・
 

施
設

側
の

了
承

 
 

 
 

：
 

関
係

法
令

の
調

整
が

不
可

欠

(2
)ス

ク
ー

ル
バ

ス
等

通
学

の
た

め
の

ス
ク

ー
ル

バ
ス

等
に

、
一

般
住

民
の

混
乗

を
認

め
る

も
の

又
は

使
用

し
て

い
な

い
時

間
帯

に
、

そ
の

バ
ス

を
乗

合
バ

ス
と

し
て

運
行

す

る
も

の

・
 

既
存

シ
ス

テ
ム

の
有

効
活

用
と

し
て

市
民

対
し

て
ア

ピ
ー

ル
性

が
あ

る
。

・
 

車
両

の
空

き
時

間
の

活
用

で
あ

れ
ば

、
昼

間
時

の
利

用
が

可
能

と
考

え

ら
れ

る
。

・
 

朝
と

昼
(1

5:
00

～
17

:0
0
頃

)の
時

間
帯

の
運

行
と

な
る

。

・
 

出
発

地
と

目
的

地
が

決
ま

っ
て

い
て

、
途

中
下

車
で

き
な

い
場

合
が

多

い
。

・
 

一
般

住
民

の
混

乗
の

場
合

：
 

地
域

周
辺

に
運

行
し

て
い

る
ス

ク
ー

ル
バ

ス
が

存
在

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
便

あ
た

り
数

名
の

需
要

に
対

応

・
 

空
き

時
間

の
使

用
の

場
合

：
 

利
用

時
間

と
空

き
時

間
が

合
致

し
た

場
合

・
 

施
設

側
の

了
承

 
 

 
 

：
 

関
係

法
令

の
調

整
が

不
可

欠

④ 送 迎 バ ス へ の 混 乗

(3
)企

業
バ

ス
の

活
用

企
業

独
自

が
運

行
し

て
い

る
社

員
用

の
送

迎
バ

ス
に

、
一

般
住

民
の

混
乗

を
認

め
る

も
の

又
は

使
用

し
て

い
な

い
時

間
帯

に
、

そ
の

バ
ス

を
乗

合
バ

ス

と
し

て
運

行
す

る
も

の

・
 

企
業

に
と

っ
て

、
企

業
イ

メ
ー

ジ
の

向
上

に
つ

な
が

る
。

・
 

車
両

の
空

き
時

間
の

活
用

で
あ

れ
ば

、
昼

間
の

利
用

が
可

能

・
 

既
存

シ
ス

テ
ム

の
有

効
活

用
と

し
て

市
民

に
対

し
て

ア
ピ

ー
ル

性
が

あ

る
。

・
 

朝
夕

の
時

間
帯

の
運

行
と

な
る

。

・
 

出
発

地
と

目
的

地
が

決
ま

っ
て

い
て

、
途

中
下

車
で

き
な

い
場

合
が

多

い
。

・
 

一
般

住
民

の
混

乗
の

場
合

：
 

地
域

周
辺

に
運

行
し

て
い

る
企

業
バ

ス
が

存
在

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
便

あ
た

り
数

名
の

需
要

に
対

応

・
 

空
き

時
間

の
使

用
の

場
合

：
 

利
用

時
間

と
空

き
時

間
が

合
致

し
た

場
合

・
 

施
設

側
の

了
承

 
 

 
 

：
 

関
係

法
令

の
調

整
が

不
可

欠

⑤
タ

ク
シ

ー
の

乗
合

利
用

 
(定

時
定

路
線

型
・

デ
マ

ン
ド

型
)

乗
車

定
員

10
人

以
下

の
ワ

ゴ
ン

タ
ク

シ
ー

を
路

線
バ

ス
と

同
じ

よ
う

に
乗

合
で

運
行

す
る

も
の

・
 

幅
員

の
狭

い
生

活
道

路
で

も
、

乗
り

入
れ

可
能

・
 

１
便

あ
た

り
数

名
の

需
要

に
対

し
て

有
効

・
 

ル
ー

ト
等

運
行

形
態

が
自

由
に

設
定

可
能

・
 

一
般

的
に

バ
ス

よ
り

も
、

初
期

投
資

や
運

行
経

費
が

安
い

。

・
 

数
名

程
度

の
需

要

・
 

事
業

者
の

協
力

※
 

そ
の

他
、

上
記

の
組

み
合

わ
せ

や
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
よ

る
運

営
・

運
行

な
ど

、
様

々
な

形
態

が
考

え
ら

れ
る

。
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［８］運行主体・運行計画（案）の作成【市民】

□ 運行主体の選択における留意点

・ 地域内又は近接した場所に、どのような種類の運行事業者が存在するかを把握し

ておきます。

・ 同じ運行条件で複数の事業者に見積もりを依頼し、最も安い事業者を選択します。

□ 運行計画（案）の作成項目

・ 運行ルート、バス停の位置

・ 運行日数(毎日、平日のみなど)
・ 運行本数、ダイヤ

   ・ 使用車両

   ・ 運賃、収受方法    など

［９］走行環境テストの実施【市民／行政／事業者】

道路構造や交通運用上の制約条件は、個別に道路管理者、交通管理者等による協議に

よって決まります。

走行環境上問題がある場合、「走行ルート等の見直し」、「交通手段及びシステムの見

直し」及び「運行方針の見直し」を行います。

□チェック項目の例

・ 車両の走行、停車に必要な幅員を有する面積

及び空間

・ 車両の幅と車道幅員（車両制限令）

・ 単路部の直線やカーブ、交差点の右左折にお

ける対向車両とのすれ違い

・ 歩行者とのすれ違い

・ 停車車両や違法駐車車両とのすれ違い

・ 急な勾配がある箇所（降雪時に安全性が確保

できるか否か。）

・ 所要時間

<走行環境テストの様子>
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（４）運行実験の実施              ＜ステップ４＞

ステップ４の手順 

［１０］運行実験計画書の作成【市民】

□ 運行実験計画書の作成項目例

・ 運行計画

・ 実施体制、連絡体制

・ 実施スケジュール

・ 調査計画(実態調査、アンケート調査等)
・ 役割分担

・ 広報、周知               など

。
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［１１］運行実験の実施【市民／行政／事業者】

□運行実験実施における留意点

・ 定期的な運行状況の確認

・ トラブル発生時の連絡体制の構築

   ・ 広報、周知の継続         など

［１２］運行実験の評価（定めた目標の達成度）【市民／行政】

( )

□ 必要性、有効性とは

・  「必要性」とは地域交通の導入が市民ニーズ等に照らして妥当か、などの視点を

いう。

・  「有効性」とは地域交通の導入により期待される効果が得られるか、又は実際に

得られているか、などの視点をいう。

① 実態調査における確認事項

・ 定時性（ダイヤどおりに運行できるか。）

   ・ 所要時間

・ 表定速度(渋滞状況の把握なども含む。)
   ・ 便数別、バス停別乗降者数(乗り残しの人数も把握)
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②利用者アンケート調査で確認する事項（例示）

 調査項目 分析の視点、活用方法等

質問１：属性 (1) 年齢
(2) 性別
(3) 居住地
(4) 自家用車の有

無

・ 利用者の属性を把握(どのような人々が利用しているか)
・ 年齢、性別、居住地の違いにより、どのような意見を持

ち、その意見がどのように異なっているかを把握
・ 対策を立案する際に、対象を絞り込むのに活用

質問２：地域交通
の導入前につい
て

(1) 利用交通手段 ・ 何の交通手段から地域交通に転換したかを把握
・ 自家用車からの転換がなされていれば、交通面、環境面

への寄与が判断可能

質問３：地域交通について

(1) トリップ特性
・ ＯＤ(出発地・
目的地)

・ 乗降バス停
・ バス停までの
交通手段

・ 利用者のＯＤ、トリップ特性を把握
・ 乗降したバス停、乗車したバス停までの交通手段と降車

した後の交通手段を把握
・ どのような動きの中で地域交通を利用しているか

(2) 利用目的 ・ 利用目的を把握(どのような目的で利用されているか)
・ 目的の違いにより、どのような意見を持ち、どのように

異なっているかを把握
・ 対策を立案する際に、対象を絞り込むのに活用

(3) 利用現況 ・ 利用者の頻度(日常的または一時的利用か)
・ 単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数

3-1 利用実態と
将来の利用意向

(4) 将来の利用意
 向

・ 利用者の頻度(日常的または一時的利用か)見込み
・ 単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数の見込み

(1) 地域交通に対
する評価

・ 地域交通の導入策の良し悪しについて把握

(2) システム
①ルート
②利用時間帯
③乗り継ぎ
④運行本数
⑤運行間隔
⑥運賃
⑦安全性

・ 導入（実験）したシステムの良し悪しについて把握
・ 各項目について、悪いと判断した理由、改善点を把握

3-2 地域交通に
対する意見

(3) 車両
①乗降
②乗り心地
③車両内装
④運転手の態度

・ 運行車両についての良し悪しについて把握

質問４：地域交通による変化

4-1 地域コミュ
ニティ

(1)新たな経験 ・ 見知らぬ人と挨拶するようになったなどの地域コミュニ
ティの形成について把握

 (2)会議の参加率 ・ 地域交通の説明会などの会議への参加回数を把握

4-2 まちづくり (1)外出頻度 ・ 地域交通の導入前後の外出頻度を把握

4-3 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ (1)生活のゆとり ・ 地域交通の導入前後における時間の使い方の変化を把握
質問５：フリーアンサー（自由回答） ・ 選択肢では把握困難なコミュニティバスに対する希望、

問題点を把握

＊ OD：Origin-Destination（出発地、目的地）の略

＊ ﾄﾘｯﾌﾟ：出発地から目的地までの交通
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③地域住民アンケート調査で確認する事項（例示）

調査項目 分析の視点、活用方法等

質問１：属性 (1) 年齢
(2) 性別
(3) 居住地
(4) 自家用車の有
 無

・ 利用者の属性を把握(どのような人々が利用しているか)
・ 年齢、性別、居住地の違いにより、どのような意見を持

ち、その意見がどのように異なっているかを把握
・ 対策を立案する際に、対象を絞り込むのに活用

質問２：地域交通
の導入前につい
て

(1) 利用交通手段 ・ 何の交通手段から地域交通に転換したかを把握
・ 自家用車からの転換がなされていれば、交通面、環境面

への寄与が判断可能

質問３：地域交通について

3-1 認知度 ・ 地域交通の存在を知っているかどうか、利用したことが
あるかどうかを把握

・ 認知度の相違によって、以下の利用理由等を把握
(1) 利用度 ・ 地域交通の利用度を把握

・ 日常的に利用していない人の実態、利用理由の把握

(2) 利用目的 ・ 地域交通を利用したときの目的を把握

(3) ＯＤ ・ 地域交通を利用したときのＯＤを把握

3-2 利用実態
(利用したことが
ある人)と将来の
利用意向

(4) 利用意向 ・ 本格運行された場合の利用意向、頻度
・ 単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数の見込み

(1) 利用していな
い理由

・ 地域交通を利用してない理由を把握
・ 地域交通の改善策に活用

(2) 普段の交通手
段

・ 普段の交通手段を把握

(3) 地域交通の利
用条件

・ 地域交通を利用するための条件を把握
・ 地域交通の改善策に活用

3-3 未利用者の意
見（将来の利用
意向含む）

(4) 利用意向 ・ 本格運行された場合の利用意向、頻度
・ 単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数の見込み

(1) 地域交通の利
用意向

・ 地域交通を利用するかどうかを把握

(2) 理由 ・ (1)の理由を把握
・ 地域交通の改善策に活用

3-4 未認知者の意
見（将来の利用
意向含む）

(3) 利用意向 ・ 本格運行された場合の利用意向、頻度
・ 単位期間（１週間、１ヶ月）あたりの利用回数の見込み

質問４：フリーアンサー（自由回答） ・ 選択肢では把握困難な地域交通に対する希望、問題点を
把握

＊ OD：Origin-Destination（出発地、目的地）の略

＊ ﾄﾘｯﾌﾟ：出発地から目的地までの交通

④会計報告で確認する事項

  ・運行経費、運賃収入

  ・採算性
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⑤ 評価項目の考え方

評価項目については、運行計画の課題(ニーズに合致したものか等)を考慮しながら、評価

する必要があります。 

１）利用特性  ： 地域交通そのものの利用者数や利用特性(どの程度の頻度で、何の交

通手段から転換したか等)により、地域交通の導入の必要性や有効性を

評価する。

２）運行システム： 地域交通のシステム(ルート、利用時間帯、乗り継ぎなど)についての

有効性を評価する。

３）地域のニーズ： 事例からもわかるように、住民主導型の地域交通では、地域交通に

対する地域住民の積極的な係りがないとうまく進まないことから、地

域交通の導入に対する地域住民の評価、将来の利用意向など、地域交

通に対する地域住民のニーズにより地域交通の導入の必要性を評価す

る。

４）地域コミュニティの形成 

        ： 地域交通は地域のコミュニティづくりに資するものと捉えているこ

とから、地域コミュニティの形成に寄与したか否かにより地域交通の

導入の有効性を評価する。

５）まちづくり ： 地域交通は地域の活性化に資するものと捉えていることから、まち

づくりに寄与したか否かにより地域交通の導入の有効性を評価する。

６）環境    ： 地域交通は環境負荷軽減につながることを期待するものであるため、

環境に寄与したか否かにより地域交通の導入の有効性を評価する。

７）ライフスタイル 

        ： 地域交通が日常生活になじむものかどうか、ライフスタイルに寄与

したか否かにより地域交通の導入の有効性を評価する。

８）採算性   ： 運行実験の段階で、地域交通の導入が将来的に事業として成り立つ

かどうかの感触をつかむために、採算性によって有効性を評価する。

採算性については、収入状況(実施した運行サービスに対して需要が顕

在化しているかなど)と費用(運行サービスが本当に安くできているか

など)を基に検証した上で判断するものとする。
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［参考］指標の考え方(例示)

１）利用特性 

①平均乗車密度（バスに乗っている人数の全線での平均）

・路線バスの採算ラインは平均乗車密度によって測られていることから、これを指標

として評価する。

・一般的には１便あたり 10～15 人という数字が基準で、それ以下の乗合バス路線は不

採算路線であると言われている。

②平均利用者数（１便あたりの平均利用者数）

・平均の利用者数を指標に、導入した地域交通が日常的にどの程度の人々に利用され

ているかを評価する。

③利用者の平均利用頻度

  ・平均の利用頻度を指標に、導入した地域交通が、日常の生活形態の移動手段として利

用されているか否かを評価する。

  ・日常の生活形態になじむまで時間を要するため、実験期間中に高頻度の利用形態は望

めないことを考慮して目標を設定する。

２）運行システム 

システムの満足度

・ 以下の項目についての満足度により、運行システムの有効性を評価する。

ルート 利用時間帯 乗り継ぎ 運行本数 運行間隔 所要時間 安全性

 車両の乗降、乗り心地、車両内装、運転手の態度、デザイン

  ・ アンケート調査の評価結果を考慮して目標値を設定する。

３）地域のニーズ 

① 認知度

・ 住民の運営組織が、地域交通の運行実験について、地域住民に十分周知しているか

否かの認知度を指標に評価する。

・ 地域住民全員に、完全に周知することは難しく、周知もれが生じることを考慮して

目標値を設定する。

② 地域内の利用者比率

・ 地域住民の地域交通に対する関心が行動に出ているか否かを地域内の利用者比率を

指標に、地域交通の関心度を評価する。

・ 利用者数は①の認知度や運営組織の働きかけによって異なることを考慮して目標値

を設定する。
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③ 地域住民アンケート調査の回収率

・ 地域交通は、地域住民の積極的な関わりが必要であり、アンケート調査の回収率を

指標に、地域交通に対する関心度を評価する。

・ 既往のアンケート調査結果の回収率をみると、白幡台及び南生田の運行実験におけ

る周辺住民アンケート調査(各町内会、自治会の回覧システムを活用して配布、郵送

回収)の回収率は 37.6％である。アンケート調査の回収率は調査方法によって変化す

るため、調査方法に応じた目標値を設定する。

④ 地域住民の賛同

・ 地域交通の導入に対して、地域住民が同意しているか、必要と感じているかなどの

地域住民の賛同を指標に、地域交通の必要性を評価する。

⑤ 将来的な利用意向

・ 将来的に地域交通が必要であるか否かを、地域交通の利用者の将来的な利用意向を

指標に評価する。

・ 運行実験で利用した人が利用しなくなると、将来の継続的な運行が見込めなくなる

ことを考慮して目標値を設定する。

４）地域コミュニティの形成 

① 見知らぬ人と知り合いになった、挨拶をしたなどを経験した利用者の意見

・ 地域交通が地域のコミュニティづくりや地域の活性化に資するものであるかを、見

知らぬ人と知り合いになった、挨拶をしたなどを経験した利用者の意見を指標に、地

域交通の有効性を評価する。

・ 目標値を定めず意見を踏まえて、定性的に判断する。

② 会議の参加者比率

・ 地域交通は、地域住民の積極的な関わりが必要であることから、説明会などの会議

への参加者比率を指標に、地域交通に対する関心度を評価する。

・ 会議の開催数や個人の都合などで目標値の設定が難しいため、定性的に判断する。
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５）まちづくり 

高齢者の外出率の向上

・ 地域交通は高齢者や障害者の社会参加の促進、医療・福祉のサービスの向上につな

がることを期待しており、高齢者の外出率の向上を指標にまちづくりへの寄与の評

価を行う。

・ アンケート調査結果から、外出率の増加を目標値とする。

６）環境 

自家用自動車からの転換率

  ・ 川崎再生フロンティアプランにおける交通体系の考え方で「環境に配慮した交通施

策の推進」が示されていることから、環境負荷の低減に寄与しているか否かの視点

で、自家用自動車からの転換率を指標に、地域交通の導入の有効性を評価する。

  ・ 自家用自動車からの転換が多ければ多いほど、地域交通の導入の有効性の評価は高

くなるが、明確な基準を設定することは困難であるため、自家用自動車からの転換が

図られたか否かを定性的に判断する。

７）ライフスタイル 

生活のゆとり

  ・ 地域交通の導入により、朝の通勤時間が短縮された、ゆっくりと出られるようにな

ったなど、アンケート調査の調査項目を指標、地域交通の導入の有効性を評価する。

８）採算性 

運賃収入/経費

・ 将来的に地域交通が継続的に運行可能であるかを、運賃収入と経費の比率を指標と

して、地域交通の妥当性を評価する。

・ 本格運行では採算が成り立つ必要があることを考慮して目標値を設定する。
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⑦評価項目、指標(例示)
評価項目(例) 指標(例) 

① 平均乗車密度

② 平均利用者数

1) 利用特性

③ 利用者の平均利用頻度

2) 運行システム ① システムの満足度

① 認知度

② 地域内の利用者比率

③ 地域住民アンケート調査の回収率

④ 地域住民の賛同

3) 地域のニーズ

⑤ 将来的な利用意向

① 見知らぬ人と知り合いになった、挨

拶をしたなどを経験した利用者の意見

4) 地域コミュニ

ティの形成

② 会議の参加者比率

5) まちづくり ① 高齢者の外出率の向上

6) 環境 ① 自動車からの転換率(意向)
7) ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ ① 生活のゆとり

8) 採算性 ① 運賃収入/経費

（５）試行運行の実施              ＜ステップ５＞

ステップ５の手順 

ステップ３へ

[13]　試行運行計画書の作成[13]　試行運行計画書の作成

[14]　試行運行の実施[14]　試行運行の実施

[15]　試行運行の評価
　 (定めた目標の達成度)

[15]　試行運行の評価
　 (定めた目標の達成度)

運行条件の見直し
収入確保の方策検討。

　場合によって
はそのまま本
格運行。

問題解決の状況に応じ

て、該当するステップか
ら再スタートも可能。

目標の達成

度が低い。

目標を達成

することがで
きない。

目標を達成

ステップ６へ

ステップ３へ

[13]　試行運行計画書の作成[13]　試行運行計画書の作成

[14]　試行運行の実施[14]　試行運行の実施

[15]　試行運行の評価
　 (定めた目標の達成度)

[15]　試行運行の評価
　 (定めた目標の達成度)

運行条件の見直し
収入確保の方策検討。

　場合によって
はそのまま本
格運行。

問題解決の状況に応じ

て、該当するステップか
ら再スタートも可能。

目標の達成

度が低い。

目標を達成

することがで
きない。

目標を達成

ステップ６へ
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［１３］試行運行計画書の作成【市民】

□ 試行運行計画書の作成項目

運行実験計画書に基づき作成するため、作成項目は運行実験計画書と同様 

［１４］試行運行の実施【市民／行政／事業者】

□確認事項

・ 一定の需要が見込めるか

・ 採算性がとれるか

［１５］試行運行の評価（定めた目標の達成度）【市民／行政】

□ 評価項目・指標などの考え方

・ 評価項目、指標は運行実験と同様

・ 目標値を定める場合は、運行実験よりも期間が長いため、レベルをあげる
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（６）本格運行                 ＜ステップ６＞

ステップ６の手順 

 

[17]　本格運行[17]　本格運行

[16]　本格運行計画書の作成[16]　本格運行計画書の作成

[18]　運行内容の評価
　　(モニタリング・分析・評価)

[18]　運行内容の評価
　　(モニタリング・分析・評価)

運行条件等

の見直し。

継続、見直し等の判断

[17]　本格運行[17]　本格運行

[16]　本格運行計画書の作成[16]　本格運行計画書の作成

[18]　運行内容の評価
　　(モニタリング・分析・評価)

[18]　運行内容の評価
　　(モニタリング・分析・評価)

運行条件等

の見直し。

継続、見直し等の判断

［１６］本格運行計画書の作成【市民】

［１７］本格運行【市民／行政／事業者】

［１８］本格運行の評価（モニタリング・分析・評価）【市民／行政】

□モニタリング・分析・評価とは

・ 乗降者数や採算性は、月ごとに把握し、時系列で分析・評価します。

・ 地域住民や利用者に対するアンケート調査を年１回実施してニーズ等の実態を把

握し、期待される効果が実際に得られているか、また、運営・運行内容についても

評価します。

・ 運行内容についての協議を行うため、年数回、協議会を開催します。

                                     など
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